










要約:児童相談所が健診の事後措置の流れの中で果している役割とその評価を検討するた

めに昭和 61年度は神奈川県における保健所、児童相談所、医療・相談機関の連携とその実

態について報告した。昭和 62年度は、児童相談所と関連機関との総合的な連携が円滑に行

われている長野県精神保健センターおよび広島市児童総合センターの活動状況とその問題

点について調査し、既存の諸機関、すなわち保健所・児童相談所・教育相談センター・医

療機関の機能的連携を図るタイプと、行政的に関連諸機関を一地区にまとめるタイプの特

徴について報告した。 

今年度は、障害児の療育システムのありかたについて、北海道における実践的資料をもと

に検討した。保健所および児童相談所を中核とした地域的な広がりとしての「療育圏」を

機能的に設定することが必要と考えられた。そして、児童相談所を、より機能的に活用す

るために必要なことがらについても検討した。 


